
 

有機酪農と有機農業の推進特区 
 

都道府県名： 
北海道 

申請主体名： 瀬棚町 

区域の範囲： 北海道瀬棚郡瀬棚町の全域 

 

 

特区の概要：  瀬棚町は農業・漁業が主要産業であるが、特に農業では、自

然豊かな中山間地域の特性を活かしながら、平成１０年から有

機農業の推進を町として積極的に取り組んできている。一方、

農業の後継者不足、農地の遊休化が懸念される状況になってい

るため、特区制度を活用し、町が賃借した農地を株式会社に貸

し付け、地元生産者と協力した有機農業による酪農・畑作複合

経営をモデル的に実施することにより、町全体の有機農業を活

性化させ、持続可能な循環型農業の構築を図る。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営への参入の容

認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬棚町 


